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小郡市リサイクル協力店設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、廃棄物の適正処理及び減量促進に資するため、市内又は市外の

小売業者等をリサイクル協力店として設置することに関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（リサイクル協力店の事業） 

第２条 リサイクル協力店は、前条の趣旨に則り、次に掲げる各号のうち１以上の事

業を行うこととする。 

（１） 市指定ごみ袋及び粗大ごみシール（以下「ごみ袋等」という。）の販売 

（２） トレー回収及び設置場所の管理 

（３） 古紙再生品の販売 

２ 前項に関する事業については、別表第１及び別表第２のとおりとする。 

（申請） 

第３条 リサイクル協力店の認定を受けようとするものは、小郡市リサイクル協力店

認定申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（承認） 

第４条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合において、内容を審査のうえ

認定するときは、申請者に対し小郡市リサイクル協力店認定書（様式第２号）によ

り通知する。 

（廃止） 

第５条 リサイクル協力店は、第２条第１項に定める事業を廃止するときは、市長に、

小郡市リサイクル協力店廃止届出書（様式第３号）を提出しなければならない。 

 

附 則 

この告示は、平成２０年７月１日から施行する。 

   附 則 

この告示は、平成２４年８月７日から施行する。 

附 則（令和３年３月２５日小郡市告示第４３号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。



2 

 

別表第１（第２条関係） 

ごみ袋等及び古紙再生品の発注、支払い及び卸値・販売価格 

発注先 ごみ袋等配達受託業者（以下「受託業者」という。） 

発注方法 電話又はＦＡＸ（ごみ袋等については専用の注文書を用いること。） 

支払方法 原則、納品時に受託業者に現金で支払うこと。 

卸値・販売価格 別表第２のとおり 

トレー回収事業 

回収ボックス及

び袋 

回収に使用する専用ボックス及び袋は、市から無料で提供するものとする。 

回収方法 回収は、市から受託した業者が市の指定する日に行うものとする。 

注意事項 リサイクル協力店は、回収ボックス及び袋の設置場所を清潔に保ち、トレー

が散乱しないようにすること。 

別表第２（第２条関係） 

ごみ袋等値段表 

ごみ袋等の種類 注文単位 卸値 
小 売 単

位 
小売額 

燃えるごみ袋（大） １包（２００枚） ９，８００円 １０枚 ５２０円 

燃えるごみ袋（小） １包（２００枚） ５，６００円 １０枚 ３１０円 

ビン専用袋 １包（２００枚） ５，６００円 ５枚 １５５円 

不燃物専用袋 １包（２００枚） ５，６００円 ５枚 １５５円 

粗大ごみ用シール １束（１０枚） ５，２１０円 １枚 ５２４円 

事業系可燃ごみ専用袋 １包（２００枚） ２０，４００円 １０枚 １，０５０円 

古紙再生品値段表（税込） 

種類 注文単位 
卸値 小売希望価格 

箱 包 箱 包 

たなばたロール 

（６ロール） 
１箱（８包入） 

３，７８４

円 
４７３円 

４，２４

０円 
５３０円 

おりひめティッシュ １箱（１０包入） 
４，１２０

円 
４１２円 

４，５０

０円 
４５０円 

備考  

１ ごみ袋等の卸値は、小郡市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例（平成１

０年小郡市条例第１３号）別表第１に規定する一般廃棄物処理手数料から、ごみ袋

等１枚当たり３円を引いた金額で算出する。 

２ 事業系可燃ごみ専用袋は、事業系一般廃棄物収集運搬許可業者のみ取り扱う。 

３ ごみ袋等及び古紙再生品の購入後の返品及び商品の品質に問題がない場合の変 

換はできないものとする。 


